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議会運営委員会 

 

令和２年１２月１１日（金曜日）午後１時００分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 相 馬   剛 副 委 員 長 齊 藤 誠 之 

委 員 山 形 紀 弘 委 員 中 里 康 寛 

委 員 田 村 正 宏 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 眞 壁 俊 郎 委 員 玉 野   宏 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 吉 成 伸 一 副 議 長 松 田 寛 人 

 

説明のための出席者 

市 長 渡辺 美知太郎 副 市 長 片 桐 計 幸 

副 市 長 渡 邉 和 明 総 務 部 長 石 塚 昌 章 

総 務 課 長 五十嵐 岳 夫 総務課長補佐 菊 地 直 路 

行 政 係 長 佐 藤 吉 将   

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 小 平 裕 二 

議事課長補佐
兼庶務係長 

印 南 恵 子 議事調査係長 佐々木 玲男奈 

主 査 鎌 田 栄 治 主 査 飯 泉 祐 司 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

    ・委員長 

    ・議 長 

    ・市 長 

  ３．協議事項 
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   ⑴令和２年第５回那須塩原市議会定例会における追加提出案件ついて 

    ①提出案件について 

     ○市長提出案件…………………１件 

       ・補正予算案件     １件 

         （即決案件） 

     ○議会提出案件…………………１件 

       ・意見書の提出     １件 

         （即決案件） 

   ⑵議会活動に係る事務事業評価について【取組№23】 

   ⑶その他 

  ４．閉 会 
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開会 午後 １時００分 

 

◎開会の宣告 

○相馬委員長 皆さん、こんにちは。 

  12月定例会中の大変皆さんお忙しい中、市長を

はじめ執行部の皆様、それから委員の皆様、御出

席をいただきまして、ありがとうございます。 

  ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○相馬委員長 本日は、令和元年度事務事業評価の

みを協議する予定でございましたが、ほかに幾つ

かの協議事項が入りましたので、本日、やや時間

が長くなるかと思います。委員の皆様には、円滑

な委員会運営に御協力を賜りますようお願いを申

し上げまして、簡単ですが開会の挨拶とさせてい

ただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議長挨拶 

○相馬委員長 続いて、議長から御挨拶をいただき

ます。 

  吉成議長、よろしくします。 

○吉成議長 皆さん、こんにちは。 

  今、相馬委員長のほうからもお話がありました

けれども、本来、今日は事務事業評価が主だった

議論かなと思っていたんですけれども、執行部側

のほうから追加の補正予算ということで、これら

についてもですね、あまりこういった扱いをこれ

までしてきませんでしたので、皆様方の慎重な審

議をいただいて協議を進めていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長挨拶 

○相馬委員長 続いて、市長から御挨拶をいただき

ます。 

  渡辺市長、よろしくお願いします。 

○渡辺市長 本日は、御多忙にもかかわらず、追加

議案に係る議会運営委員会の機会をいただきまし

て誠にありがとうございます。 

  今回、市議会定例会に追加提案申し上げますの

は、令和２年度補正予算案件１件であります。 

  追加議案の概要につきまして、この後、総務部

長が説明いたしますが、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止を目的としてＰＣＲ検査を実施

することに伴う費用と、国の政策による臨時特別

給付金の再支給に対応するために必要な経費につ

いて予算措置を行う予定であります。 

  よろしく御審議いただけますようお願い申し上

げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○相馬委員長 それでは、３の協議事項に入ります。 

 まず、⑴令和２年第５回那須塩原市議会定例会に

おける追加案件についてを議題といたします。 

  初日の委員長報告の中で報告していないものの

ほか、本定例会に市長提出案件として補正予算案

件１件が追加されます。本案件の取扱いについて

協議をいたします。 

  それでは、市長提出案件の内容について、執行

部から説明をお願いいたします。 
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  総務部長。 

○石塚総務部長 令和２年第５回那須塩原市議会定

例会に追加提案を予定しております市長提出議案

につきまして御説明を申し上げます。 

  今回、追加提案を予定しております案件は、先

ほど市長が申し上げましたとおり、１件でござい

ます。当該案件の取扱いにつきまして、御審議を

くださいますようよろしくお願いを申し上げます。 

  それでは、御説明を申し上げます。 

  議案第124号 令和２年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）でございます。 

  今回の補正予算は、一般市民及び高齢者施設等

におけるＰＣＲ検査の費用並びに国の予備費の使

用に伴うひとり親世帯への臨時特別給付金の再支

給に対応するために必要な経費につきまして予算

措置を行うものでございます。 

  歳入歳出それぞれ１億6,037万9,000円を追加し、

令和２年度那須塩原市一般会計歳入歳出予算総額

を670億5,977万9,000円とするものでございます。 

  以上の案件につきまして、市議会定例会へ追加

提案を予定しております。よろしくお願いを申し

上げまして、議案の説明とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  質疑はございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 追加の提出案件ということで、本来だ

ったら議会の初日に提出するべきだったのではな

いかなと思うんですが、その辺、なぜ追加になっ

てしまったのかお伺いします。 

○相馬委員長 市長。 

○渡辺市長 まず、このような形になってしまった

ことを深くおわびを申し上げます。誠に申し訳あ

りませんでした。 

  コロナ禍ということで、最近になって爆発的に

感染者が発生していると。以前から私は、議会あ

るいは全協などで度々市民の方が格安でＰＣＲ検

査を受けられるような仕組みをつくりたいと申し

ておりました。なかなかその私の条件に合致する

検査機関がなくて、本当にこれまで様々な病院で

あったり、検査機関を訪れて相談させていただき

ましたところ、ようやくこの条件に合致する検査

機関、まだこれから市内に設置される予定であり

ますけれども、それができそうだということで、

本来であれば、確かに議会の初日、逃してしまえ

ば次の議会になるわけですけれども、３月に作る

のでは、やはりこれから冬場を迎えて爆発的に感

染者も増えてくると。特に、栃木県北の場合は、

高齢者がかかりやすい傾向がありますので、それ

について迅速に対応しなければならないというこ

とで、本当にイレギュラーの形ではございますけ

れども、市民を守るために今回上程をさせていた

だきました。 

○相馬委員長 ほかに質疑はございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 同じようなことなんですけれども、Ｐ

ＣＲ検査の件は、市長の思いはよく分かりました。

国庫支出金のほうなんですけれども、これはいつ

もこの時期にこういった形で大体くるんでしょう

か。国からのお金だというのは分かるんですけれ

ども、例年この時期なのかだけちょっと教えてく

ださい。 

○相馬委員長 これすみません。１件の補正予算案

件ということになりますので、この取扱いについ

ての審査ということになりますので、その中身に

ついての審査はこの場ではいたしませんので、執

行部の総務部長の……。 

○鈴木委員 議案に上がっていないことを私は質問

したんですか、そうすると。 

○相馬委員長 予備費の使用に伴うひとり親家庭に
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ついて、この時期に補正を組まれる理由をという

ことですか。 

○鈴木委員 そうですね。議案としてこの時期に出

てくるのは通例なのかと聞いているわけですね。

なぜこれを補助金を出すのかとかそういうことで

はなく、臨時で出てくるものなのか。 

○相馬委員長 部長、お答えできますか。 

○石塚総務部長 いや、中身的に答えられるもので

はないと思うんですが。 

○相馬委員長 上程の経緯、じゃ、お願いします。 

○石塚総務部長 これにつきましては、先週の金曜

日ですかね、緊急の総理の会見があったのは御存

じかと思うんですが、その中で盛り込まれた内容

ということでございまして、通常、毎年あるとい

うもちろん内容ではございませんし、今回、コロ

ナの対策の中での、さきに一度ひとり親家庭の特

別給付金については実施をしておりますが、改め

て経済対策の一環として、国のほうで今回出てき

たということなので、経済対策というあれじゃな

いですね、ひとり親家庭への支援ということで出

てきたものでございますので、通常かどうかとい

う点でいくと、通常ではございません。緊急的な

ものという理解でお願いできればと思います。 

○相馬委員長 ほかに質疑はございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 今、市長のほうでは、３月では遅すぎ

るというふうなことで、初日以降に大体めどが立

ったということなんですが、いつぐらいにめどが

立って、今回のこの日に上程するようになったの

か、時系列ではないんですが、その辺、もう一度

詳しく教えていただけますか。 

○相馬委員長 市長。 

○渡辺市長 ちょっと、もともと最近になってやろ

うと思っていたわけではなくて、以前から、それ

こそ前の議会から、いろいろな場所で度々市民が

観光客によって、責任ある観光、レスポンシブル

ツーリズムの実践によって、その恩恵を市民に実

感できるような取組をつくりたいというふうに前

から申しておりましたので、以前から、やはりい

つも言っている信頼とウエルネスと責任の部分全

て一体として私は取り組んでおりました。 

  様々、本当に、繰り返しになりますけれども、

たくさんの医療機関であったり、それから医師会、

様々なところで協議をしまして、もしかしたら年

明けにはできるかもしれないといった話が議会中

に実現の可能性が高まってきまして、正直、確か

に部下からは、ちょっと議会中に出すのはどうか

といったような指摘もありました。ただ、３月に

出すのじゃ遅すぎると、この３カ月をどう生き延

びるかと、そう私は決断をしました。非があるの

は私ですから、私が謝罪をします。 

○相馬委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  ほかに質疑がないようですので、議案の取扱い

についてお諮りいたします。 

  議案第124号について、どのように取り扱うか

御意見を伺います。 

  御意見はございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 やはり相当重要な案件でもありますし、

予算も伴うものですから、いろいろな形があるか

と思いますけれども、しっかり市議会で審議を尽

くした上で判断というかですね、するのが筋だな

というふうに思います。 

○相馬委員長 取扱いについては。取扱いについて

御意見ではなくということですか。 

○田村委員 もちろん委員会でということもありま

すし、本会議で全員で協議をするほうがいいのか

なというふうには思いますね。 
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○相馬委員長 取扱いの方法としましては、即決案

件ということで、本会議場で質疑、討論、採決と

いう方法、それから常任委員会付託ということに

なれば、予算常任委員会に付託して、予算常任委

員会で審査するという、委員会付託であればそう

いう方法もございます。 

  どのように取り扱うか、眞壁委員、お願いしま

す。 

○眞壁委員 当然、全員協議会でも説明があると思

いますので、即決でいいと思います。 

○相馬委員長 即決案件という御意見ですが。 

  山形委員。 

○山形委員 そうすると、全協で説明があるという

ことで、即決案件で、本会議の最終日に、分科会

に分けず、その場で本会議の中で議員から質疑を

受けて、それで採決するという形でもいいと思い

ます。 

○相馬委員長 ほかに御意見ございますか。 

  ございませんか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 今、全協で説明するという話があ

ったんですけれども、全協で説明されてしまうと、

最終日当日に質疑がほとんどなくなってしまうん

ですね。関係ないかもしれませんけれども、みん

なそこで納得しちゃって、次の日はちゃんちゃん

という話になるので……。 

  僕は即決でいいですけれども、ただ、全協で説

明があって話が先に出てきてしまうというのも、

当日の取扱いを言ってるのに全協の話を出すのは

いかがなものかと思っただけでして、私も即決で

いいと思います。 

○相馬委員長 取扱いについての意見ということで

いいですか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 結論から言うと即決でいいと思うんで

すけれども、全協でたくさん聴いて、そのやり取

りを本会議でやはり市民に向けて発信したいんで

あれば、同じことでも何遍聴いても私はいいと思

うので、当然、全協で聞くことで高まって、それ

を議会の本会議でできるので、全協でも質疑、議

会本会議でも即決ではあるけれども、その場で質

疑、応答という形がいいと思います。 

  以上です。 

○相馬委員長 意見としては、即決案件でという意

見が多いようですが。 

  山形委員。 

○山形委員 全協で聴くと、聴いたことの質疑の内

容が議事録に残らないというところもあるので、

その辺は配慮しないとどうなのかなと思うんです

が、その辺はどうなんですか。 

○相馬委員長 質疑はもうございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 なければ、御意見を伺います。意見

としてお願いします。 

  山形委員。 

○山形委員 すみません。全協で聴いてしまうと、

そうは言ってもやはり皆さんここだけこういうふ

うにあれなのかと思うと、ちゃんとしたところで

……、それはそれで個人の議員のあれだと思うの

で、鈴木議員がおっしゃるんだったら鈴木議員の

やり方で、私だったら私のやり方でやればいいだ

けの話で、人を否定するんではなく、その中でし

っかりと納得するような質疑とかというふうなも

のを受ければいいと思います。 

○相馬委員長 ほかに御意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それでは、議案第124号について、

議案の取扱いについてお諮りいたします。 
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  追加提出される案件については、議案として取

扱い、最終日17日の本会議において即決扱いとす

ることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  次に、議会提出案件についてですが、総務企画

常任委員会から、防災・減災国土強靭化対策の推

進を求める意見書が提出されております。 

  まず、事務局から意見書について説明をお願い

いたします。 

  事務局。 

○飯泉主査 私のほうから、こちらの意見書につい

て説明させていただきます。 

  12月７日に開催されました総務企画常任委員会

にて、本意見書を議案として本会議に提出する旨

決定されました。 

  内容としましては、現在、防災・減災国土強靭

化のための３カ年計画、こちらが国のほうで策定

されまして、国・自治体一帯になって取組を行っ

ているところですが、この３カ年の計画終了後に

おいても中長期的かつ明確な見通しのもと、５年

間の計画の策定をするとともに、その取組のほう

を国に求めるものとなっております。 

  私のほうから説明以上になります。 

○相馬委員長 説明が終わりました。 

  質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようですので、これについて意

見はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ないようですので、意見含めて質疑

を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ただいま説明がありました意見書に

ついて、最終日に追加上程し、即決扱いとするこ

とで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  ⑴の協議事項は、以上となります。 

  次第にはございませんが、その他として委員か

ら何かございますか。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 すみません。執行部の方にお伺い

したいんですけれども、今朝の新聞記事の話です。

すっぱ抜かれたと言えばそれまでですけれども、

今日ここで議運に諮って議題をどのように扱うか

という審議の前に、あれだけ細かい、こと細やか

な記事を上げてしまっていること自体、議会にそ

もそも諮る気があるのか。あるいは、市長がそれ

だけやりたかったら、専決でやりましたという形

でうちらに報告ということも考えられたんですけ

れども、このアンバランスな形をどう思われてい

るか、まず最初にお気持ちをお聴きしたいんです

けれども。 

○相馬委員長 市長。 

○渡辺市長 報道に出てしまったことについてです

ね、まずおわびを申し上げたいと思います。 

  ただ、私も不可解に思っているのは、この話は

かなり前から漏れているなと。例えば、よその町

の本市ではない医療機関からこの取組についてク

レームまがいの話が来たりとかですね、どうやら

かなり話が漏れていると。 

  あと私自身もですね、かなりメディアに流れて

いるといいますか、この間も政治資金収支報告書

なんかもですね、普通であればそんなに大きく取

り上げられるようなことはないとは思うんですけ

れども、私自身が狙われているということが考え

られます。 
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  もちろん、私は議会は軽視する気は全くありま

せんし、私自身が議員やっておりましたから、議

会はとても重要な二元代表制を担う機関でござい

ますので、そういう気持ちはありません。 

  ただ、そうしたやはりかなりインパクトが大き

い議案であるということと、私自身がかなり注目

を集めてしまっているということについては、今

後も留意していきたいなとも思っております。 

  まず、本当にこのような形になってしまったこ

と、大変申し訳なく思っております。 

○相馬委員長 ほかに委員から……。 

  副委員長。 

○齊藤副委員長 市長がこちらに謝っていただくと

いうことをやってほしくて言ったわけでもなくて、

その漏れてしまっている状態をどういうふうに打

破するのか。いくら狙われていたとしても、ここ

までこと細やかにはいかないはずですよね。ほか

の人ではあんなに作れません、文面。 

  ということは、もう情報そのものが漏れていま

すので、それをこちらに諮る前からあれだけ出さ

れてしまう、あるいは市長が全然発信していない

のに、新聞が最初に載せるということがこれから

も起きてしまうようなことになると、全然議会軽

視どころか市民のこともどういうふうに考えてい

るんだって。市民はあの記事を信じてしまいます

から、どういう議論がなされたかも一切ないんで

すよね。 

  これまで、例えばどこの所管になるか分かりま

せん、総務なのか、企画なのか分かりませんけれ

ども、新聞社だったり、記者の対策というものを

もう一度しっかりと締めつけるとは言えないです

けれども、締め直しできませんかね。と思ってい

るんですけれども、どうですか。これ市長のみな

らずなんですけれども。 

○相馬委員長 市長。 

○渡辺市長 そうならないように努めたいなともち

ろん思っております。ちょっとかなりインパクト

がある話ですので、そんなしょっちゅうこういっ

たことが起こるとは思えないんですけれども、や

はり職員もそうですし、あと事前にある程度情報

提供をしているわけでございますから、そこを今

後考えていかなきゃならない。 

  つまり内部以外の関係する関係者も事前に情報

提供しておりますけれども、そういったことも今

後ちょっと考え直さなきゃいけないと思っていま

す。 

○相馬委員長 ほかに委員から何かございますか。 

  田村委員。 

○田村委員 同じ件なんですけれども、ちょっと私

は捉え方が違って、今朝これを新聞で見たときに、

すごい意図的なものを感じました。はっきり言っ

て。 

  この新聞の書きっぷりを見ると、決してこれは

下野のすっぱ抜きではなくて、ちゃんとこれ最初

のところにもう10日に分かったというような表現

だとか、あと「取材に対して渡辺美知太郎市長は」

というような書き方をしているので、これはだか

らある意味このタイミングで、今日の今朝の段階

でですね、こういうふうに報道されるのを意図し

て、前提としてというか、もうそういう意図を感

じたんですけれども、その辺についてはいかがで

しょうか。 

○相馬委員長 市長。 

○渡辺市長 個別のやり取りではありますけれども、

記者から連絡があって、もう証拠は握っているん

だと、書きますと言われた以上はですね、我々は

いやそれは言えませんと言った場合、憶測になる

記事になる可能性が非常に高いわけですから、そ

こはもう記事になると決まってしまった以上はで

すね、きちんと訂正をしなければならないという
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ことで、こうしたこと過去にもあるとは思うんで

すけれども、はっきり言って、その記者に握られ

てしまった以上は、やはり正しい情報を発信しな

ければならないということで、やむなく取材に応

じました。そうしなければ、多分、憶測でもっと

違う話になってしまうかもしれませんので。 

○相馬委員長 ほかに委員からございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 先ほど、即決ということは、もう変え

られないというか、決まったわけなんですけれど

も、今の議論はすごく意味がある議論だと私は感

じましたので、そのことをですね、同じことでい

いですから、本会議のときの中継しているときに、

しっかり同じことを質疑して、録画されるし議事

録も残るので、もちろんやったらしっかりした議

会の存在感も出ればと思うので、やってもらいた

いなと。私も賛成するかどうかは別ですけれども、

大事なところです、すごく。それが私のことです

ね。 

  以上です。 

○相馬委員長 ほかに委員から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、執行部から何かございま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ございませんか。 

  ないようでございますので、それではここで⑵

に入る前に、執行部の退席をお願いいたします。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時３５分 

 

○相馬委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  続いて、⑵議会活動に係る事務事業評価につい

てを議題といたします。 

  各会派からアクションに関わる意見を出してい

ただきました。サイドブックスに各会派の意見が

取りまとめられ、資料が格納されておりますので、

資料に基づいて委員会として決定していきたいと

思います。 

  それでは、まず、取組ナンバー１から検討に入

ります。 

  まず、議会の公開というところで、アクション

について、各会派からこういった意見が出ており

ます。これ読んだほうがいいな。 

  那須塩原クラブは、委員会を含めた全会議のウ

ェブの公開も必要。 

  それから、志絆の会は、アウトカムは、開かれ

た議会が実現していると感じている市民の割合が

増加であるが、アウトプットは十分である。 

  公明クラブさんからは、着実なアンケートの実

施。 

  それから、敬清会は、アンケートの実施という

ことです。 

  今後の方向性としては、那須塩原クラブは、昨

年同様、発信媒体の多様化を検討する。 

  それから、志絆の会は、今後はアンケートなど

を通じて市民の声を聞きながら検討する。 

  公明クラブにつきましては、今後も公開率

100％を維持する。 

  敬清会につきましては、アンケートを実施とい

う内容で意見が出ております。 

  アンケートが未実施、ごめんなさい、問題点の

ところでアンケートが実施されていないので、必

要があるという意見が多かったというところもあ

るので、アンケートを再度実施して、アウトカム

を正確に図る必要があるというようなことだろう
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と思うんですが、改善点については、アンケート

の着実な実施、それから委員会を含めた全会議の

公開も必要というふうなところだろうと思います

が、皆さんの御意見を伺いたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

  御意見ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 それでは、改善点については、今後

もアンケートの実施とそれから会議の100％公開

ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

〔「那須塩原クラブは」と言う人あり〕 

○相馬委員長 いや、だから、全委員会を含めたウ

ェブの公開が必要と書いてあるから、100％公開

と。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、今後の方向性としては、那須

塩原クラブから発信媒体の多様化を検討する。そ

れから、市民の声を聞きながら検討する。それか

ら、今後も100％公開を維持する。アンケートを

実施する。今後の方向性ということでございます

が、これについて御意見はございますか。御意見

をいただきたいと思いますが、お願いします。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 自分の考えがまだちょっとふらついて

いるんですけれども、委員会を含めた全会議をウ

ェブで公開するということは、常任委員会、委員

会室のやってますよね、カメラがないとこれダメ

なわけだから、ウェブで公開するということは、

本会議場に一人一人が質疑したり、執行部が答弁

したりするところを映して、会議をだから全部包

み隠さず流すことを言っているのかどうか。 

  それから、それに対して……。 

○相馬委員長 鈴木委員、すみません、今後の方向

性に入っているんですが、そうすると、先ほどの

改善点のところの意見ということでよろしいです

か。 

○鈴木委員 いやいや、そうじゃなくて、今後の方

向性は、そうやってやっていくのかっていうこと

なんです。それで決めちゃうんだねと。全部カメ

ラ入れて、予算的にもそういう予算を取って、そ

ういうことで認識しているんだね。 

○相馬委員長 活性化等で視察へ行ったときもです

ね、ユーチューブで配信していたりとか、様々な

媒体を使って配信している議会はございましたの

で、方法論としては、もっといろいろな媒体を使

って発信できる可能性は十分にあるというふうな

ことかなと思います。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 これ今、多少、会派ごとに意見が少し

ずつ違ってくるんだけど、委員長が今言ったよう

に集約を諮るというだよね。 

○相馬委員長 はい、そうです。 

○鈴木委員 まあ、いいです。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

○鈴木委員 これについては、私は本当にできるか

なというのがあって、ちょっと疑問なんだけど、

前向きな話であることは間違いないので、皆さん

が勇気あるところは認めて乗っていきます。 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  それでは、今後の方向性としては、さらに発信

媒体の多様化を検討する、それから、今後も公開

率100％を維持する、さらには、市民の認知度の

アンケートを実施する、こうした方向性というこ

とでよろしいですか。 

〔「方向性ね」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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○相馬委員長 ありがとうございます。 

  では、続きまして、取組みナンバー２、傍聴環

境の整備というところで、改善点とアクションの

改善としまして、まず、那須塩原クラブは、傍聴

人アンケートの内容を議会側で作成する。それか

ら、ネット傍聴のための手話通訳を検討する必要

がある。それから、３番としまして、議会前の事

前告知の充実を図る必要がある。 

  それから、志絆の会は、現状で十分です。 

  それから、公明クラブについては、傍聴しやす

い環境のさらなる調査・研究。 

  それから、敬清会につきましては、おおむね達

成しているという御意見でございます。 

  これについて、改善点について皆さんから御意

見をいただければと思います。お願いします。 

  ございませんか。 

  傍聴人アンケートの内容を議会側で作成するに

ついて御説明いただいてもよろしいですか。 

○齊藤副委員長 ここにまず上のピンクのアウトカ

ムのところに傍聴人アンケートでまた傍聴に来た

いと感じる市民ということで、傍聴人に直接我々

が伺う機会がない中で、今までは事務局の方々が

作ってくれたアンケートに記載をしていたんです

けれども、それを見せてもらったら、ちょっとす

ごく優しいアンケートでですね、この中でも聴け

ることっていっぱいあるんじゃないのかと思った

ので、ここをちょっとちゃんと議会側で市民の方

に分かったり、指摘をしてもらいたい要綱をしっ

かりと、それこそ分かりやすくですけれども、や

って、それを受付のところで渡してもらうという

ことをやっていったらいいんじゃないのかという

ことです。 

○相馬委員長 それでは、ほかに御意見はございま

せんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 では、まず、今後の傍聴人アンケー

トについては、議会側で作成するということで、

議会側というか、できれば議運で作成するという

ことで、そういう方向で検討していくということ

で。 

  続いて、ネット傍聴についての手話通訳を検討

する必要があるというふうになっておりますが、

これを改善点として上げて大丈夫、大丈夫という

か、上げていいかどうか、御意見はございません

か。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、これを改善点に掲載する

ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続いて、議会前の告知の充実を図る必要がある

ということでございます。これについても改善点

としては、さらに告知の充実を図るということで

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それから、傍聴しやすい環境のさら

なる調査・研究というふうになってございますが。 

〔「さらなるってどうですか」と言う人あ

り〕 

○相馬委員長 さらなる……。こういう記述で大丈

夫ですか。 

  改善点ということで、志絆の会さんと敬清会に

つきましては、現状で十分だというようなニュア

ンスだと思うんですが、そういうふうに記載した

ほうがよろしいですか。 

○鈴木委員 今は今後の方向性の話をしてる。 

○相馬委員長 改善点です。 

○鈴木委員 改善点の話ね。 

○相馬委員長 改善点はないという、まあ十分だと

いう。 
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○鈴木委員 ここはこのように残してもらって。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

○鈴木委員 やる気がないように聞こえるけれども。 

○相馬委員長 議会運営委員会として、全議員に報

告することになるので。 

○鈴木委員 これは全委員に報告するのね。 

○相馬委員長 議会運営委員会として、これで十分

ですというのは、今後の議会基本条例にも常に議

会改革には取り組むことということで、第何条で

したっけ、二十何条かにあったような気がするの

で、これで十分ですという回答はなかなか議会運

営委員会としては記載しづらいかなと思うんです

が。いかがでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 いいですか。非常に書きづらい。よ

ろしいですか。 

○鈴木委員 はっきり言うと、今後の方針のところ

にではないんですけれども、だから、市民の声が

ね、強くなれば改善は必要だろうけれども、市民

が望んでいないなら今のままでもいいんじゃない

ですかというニュアンスだね。 

○相馬委員長 これ議会基本条例の検証をやった結

果、ずっとこういう取組実行計画を立ててやって

いるんです。議会基本条例に改革は、常に……何

でしたっけ、条例をちょっと思い出せないんです

けれども、常に改革はし続けることというふうに

条文的になっているので、これはそれを取り組ま

ない、十分だという表現はできないのかなという。

それはちょっと議会運営委員会としては書けない

んじゃないかなと思うんですが。 

〔「改善点だからね」と言う人あり〕 

○相馬委員長 改善点なので。 

  もう改善点はありませんということでは絶対な

いというふうには思うんですが。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  では、以上のような内容で、改善点については

記載させていただきます。 

  続きまして、今後の方向性についてでございま

すが、那須塩原クラブが３つの今後の方向性につ

いて３つの改善点を検討する。 

  それから、志絆の会さんについては、今後もア

ンケートを通じて市民の声を聞きながら検討する。 

  それから、公明クラブさんにしては、新庁舎建

設に合わせてバリアフリーを検討するということ

ですね。 

  これについて皆さんから御意見をいただければ

と思います。 

  御意見ございませんか。 

  これ那須塩原クラブの２番で、改善点の２番で、

ネット傍聴のための手話通訳を検討する必要があ

るというふうになっておりまして、これもバリア

フリーの一環になるんですが、公明クラブさんと

しては、新庁舎建設に合わせて検討するというよ

うな意見になっております。両方とも恐らくこれ

バリアフリーに関することになってくるんだろう

と思うんですが、この辺の記述をした場合に、改

善点と今後の方向性がうまく合ってこなくなって

くるような気がするんですが、どういうふうに記

述したらよろしいでしょうか。 

○田村委員 当然、まだ先の話ですから、その事前

からバリアフリーというのは考える必要はないと。 

○相馬委員長 設備関係、施設・設備については、

新庁舎建設時に検討すると、そういう表現でよろ

しいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤副委員長 ハード面とソフト面でと、うちら

の話はソフト面。ネット傍聴のためのという書き

方しているんですけれども、議会にも難聴の方が

来ても、結局は同じことなんですけれども。 
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○相馬委員長 そういうことを検討するということ

でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 あとは今後の方向性はやはり再度市

民の声をアンケート等でできるだけ聞いて、この

後、アクションの次に来年度のプランに入ってい

くんですが、そのときに生かしていくためにアン

ケートなどを通じて市民の声をできるだけ反映さ

せるようにする、そういった内容でよろしいです

か。記述で。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  それでは、取組ナンバー２については、そのよ

うな記述でいければと思います。 

  続きまして、取組ナンバー３、議会報告会の開

催というところですね。改善点としましては、那

須塩原クラブとしては、議会報告会などで上がっ

てきた意見などを施策に反映させるためのチェッ

ク体制の構築を検討する必要がある。それから、

常任委員会による課題抽出及び対応の構築が必要

というところですね。 

  それから、志絆の会さんからは、令和元年度の

報告会はおおむねできていたということですね。 

  それから、公明クラブさんは、様々な団体との

意見交換会の実施。 

  それから、敬清会さんからは、参加者の方法に

限界が見られるので、それが改善点だろうという

御意見でございます。 

  この改善点について、委員から御意見を伺いま

す。よろしくお願いします。 

御意見ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ないようであれば、報告会で上がっ

てきた意見を施策に反映させるためのチェック体

制の構築が必要であるという改善点でよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それから、常任委員会による課題抽

出及び対応の構築が必要というふうになっていま

すが、これは現状やっているんではなかったんで

したっけ。 

○相馬委員長 平成元年度だからあれか。２年でや

ってるよね。このまま記載してもよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 おおむねできていたは、どうします

か。改善点。 

○眞壁委員 改善点ではないけれどもね。 

○相馬委員長 改善点とさせていただいて。 

  それから、公明クラブさん、様々な団体との意

見交換の実施が必要だろうという改善点でござい

ますが、これもこの記述でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのような記述で。 

  続きまして、集客方法に限界が見られるという

ような記述でございますが、改善点という内容で

はないような気はするんですが、これについて…

…。できればこれは、上の問題点のところに入れ

ばいいのかなと思うんですが。 

  これは、改善点からは記載削除してよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、改善点は今言った１、２、３、

３項目の記載ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、それに対する今後の方

向性ということで、那須塩原クラブとしては、開

催方法、それから場所、手法、対象の見直しを検

討する。 

  それから、志絆の会さんについては、今後、ア

ンケートなどを通じて市民の声を聞きながら検討
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する。リモート会議などを取り入れていく。 

  それから、公明クラブさんのほうからは、市民

意見に関わる調査・研究からの提言というのが今

後の方向性ということですね。 

  それから、敬清会さんからは、市民が主催して

いるグループ活動に出向いて参加するというよう

な今後の方向性というのが出ております。 

  これについて御意見はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありませんか。 

  では、ほぼこのまま記載してよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 はい。では、今後の方向性としては、

それでいきます。 

  以上で取組ナンバー３は終了にします。 

  次、取組ナンバー４、政務活動費の活用として

の使途の説明という項目でございます。 

  改善点としまして、那須塩原クラブは、行政視

察と一般質問や政策提言とのつながりが図られて

いるのか調査が必要である。 

  それから、志絆の会さんは、現状で十分である。 

  それから、公明クラブさんは、政務活動により

政策立案・提言の数値化を図る。 

  敬清会さんからは、なしというふうな御意見で

ございます。 

  これについて、皆さん、委員からの意見を伺い

ます。 

〔「消しちゃっていいです」と言う人あ

り〕 

○相馬委員長 よろしいですか。では、現状で十分

はちょっと消させていただいて、敬清会さんのな

しというのも消させていただきまして、そうする

と、行政視察と一般質問、それから政策提言との

つながりが図れるよう調査が必要である。行われ

ているかの調査が必要である。 

  それから、公明クラブさんとしては、政務活動

費による政策立案・提言の数値化を図るとしてい

ることなんですが、これどっちかというと、意味

はほぼ同じような意味に聞こえるんですが。 

〔「そうですね」と言う人あり〕 

○相馬委員長 はい。よろしいですか。 

  じゃ、これをまとめて掲載するということでよ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのようにさせていただきま

す。 

  続いて、今後の方向性についてですが、各議員

に対する調査体制の構築を検討する。また、会派

において政策提言に結び付けるためのアウトプッ

トに政務活動費の在り方を追加する。 

  続いて、志絆の会のさんは、現状で十分ですと

いうことですね。 

  それから、公明クラブさんは、さらなる政策立

案・提言の能力の向上を図る。 

  敬清会さんも今後もしっかりとやっていくとい

うような御意見でございます。 

  これについて委員の皆さんから意見をいただき

たいと思います。 

  すみません、那須塩原クラブの会派において施

策となっていますが、政策提言ですね。 

  アウトプットに政務活動費の在り方を追加する。

これどういう意味だ。 

○齊藤副委員長 アウトカムのところの上の１から

４番までが水色の部分あるじゃん、一番上。そこ

につけ足さないと、上がもうクリアしちゃってて、

この先追及できなくなっちゃうから、こういうも

のをつけていきましょうという話です。 

○相馬委員長 アウトプットというのはここね。 

○齊藤副委員長 そう。この表のさらなるミッショ

ンをつけていきましょうと。終わることがない。 
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○相馬委員長 志絆の会さんの十分は……。 

○鈴木委員 100％なんでしょう。 

○相馬委員長 今後の方向性として、現状で十分と

いうのを……。 

○鈴木委員 議運の流れはいうことなんでしょ。 

○相馬委員長 そうです。議運の報告、全員に報告

するんだって現状で十分という報告は……。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  では、消させていただきまして、それら内容に

つきまして取りまとめて記載させていただくとい

うことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  では、続きまして、取組ナンバー５です。広聴

広報機能の充実というところで、改善点としまし

ては、那須塩原クラブが広聴及び広報の電子媒体

を検討する必要がある。２番として、議会のひと

ときの発行方法を検討する。 

  志絆の会さんは、市民に取組を認識し興味を持

ってもらう。 

  公明クラブさんは、議会のひとときの配布場所

の拡大。 

  敬清会さんは、特になしというような記述でご

ざいますが、この改善点について、委員の意見を

いただければと思います。 

  この中で、那須塩原クラブの議会のひとときの

発行方法を検討するというのは、どういうことな

んでしょうね。 

○齊藤副委員長 紙面配布をやめるという。ウエイ

トをネットにずらして、必要最低限の部数発行に

して、無駄な歳出を省くという。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  議会のひとときの配布場所の拡大というふうに

反対の意見もございますが、これについて。 

○齊藤副委員長 反対というか、どっちも改善点で

すから同じなんですけれどもね。 

○相馬委員長 どういうふうに記載するのかな、こ

れで。 

○齊藤副委員長 このままでいいと思います。だっ

て、今現状ですぐにできるわけじゃないので。あ

くまで改善点は、うちらはこう思ったという意味

合いですから、全然ありです。 

○吉成議長 改善点として成り立つなら載せていい。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  敬清会さん、特になしというふうになっていま

すが、これは記載しなくてもよろしいですか。 

  じゃ、特になし以外の４項目について記載する

ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続いて、今後の方向性についてです。 

  那須塩原クラブについては、議会独自の情報発

信ツールの検討をする。また、モニター制度のさ

らなる充実を検討する。 

  志絆の会さんについては、現在行っていること

を続ける。 

  公明クラブさんは、議会モニター制度を活用す

る。 

  敬清会さんは、現状の状況を進めるということ

になってございます。 

  これについて委員の皆さんから意見をお願いし

ます。 

○齊藤副委員長 自分たちの会派のところなんです

けれども、またの部分で、また議会モニター制度

のさらなる充実と書いてあるんですけれども、令

和元年はモニターやっていないので、思わず今年

と被って書いてしまいました。すみません。これ

は削除してください。 

○相馬委員長 削除でよろしいですか。 

○齊藤副委員長 はい。議会モニター制度の活用で。 
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○相馬委員長 でよろしいですか。 

○齊藤副委員長 はい。読んでいてすごく違和感あ

る。 

○相馬委員長 じゃ、またから以下はなしにしまし

て……。 

○齊藤副委員長 そのまま、また議会モニター制度

の活用でもいいでしょ。 

○相馬委員長 でも、それは公明クラブさんのほう

から議会モニター制度を活用と書いてあるんで、

これを記載すれば、ここは削れば。議会運営委員

会として一つに取りまとめますので。 

○齊藤副委員長 分かりました。 

○相馬委員長 全議員に出すときには、この各会派

の意見ではなくなりますので。 

○齊藤副委員長 分かりました。 

○相馬委員長 よろしいですか。じゃ、あとは現在

行っていることをさらに続けていくという記載で

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、取組ナンバー５については、

以上といたします。 

  続きまして、取組ナンバー６、陳情・請願に関

わる意見聴取の実施というところで、改善点とし

ましては、陳情・請願制度の市民への周知を検討

する必要がある。それから、議案が出た場合、前

向きに対応できるか。それから、請願・陳情の運

用に関わるガイドライン等を策定。それから、議

会だよりに陳情・請願の説明を掲載する。年１回

アンケートは不必要ではないかという御意見でご

ざいます。 

  これについて、委員からの意見を伺います。あ

りませんか。 

  志絆の会さんのこの議案が出た場合、前向きに

対応できるかという改善点としては、これどうい

うふうに解釈したらよろしいですか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 事案がなかったんだね、まずは。ない

中で改善点、できるような方向になっているかど

うかがまだ疑わしかったわけ、こういうあいまい

な表現。やるべきなんだね。 

○相馬委員長 どういう表現したらよろしいですか、

これ。改善点としては。 

○鈴木委員 改善点、もっと前向きに対応すると。 

○相馬委員長 前向きに対応するということでよろ

しいですか。はい、分かりました。 

  それから、敬清会さんのところで、このアンケ

ートは不要ではないかというのは、これは入れた

ほうがよろしいですか。 

○玉野委員 入れてもらって。 

○相馬委員長 大丈夫ですか。議会だよりに陳情・

請願の説明を掲載するということで、改善点とい

うことでよろしいですか。 

○玉野委員 はい。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  以上、１、２、３、４点について改善点として

記載をいたします。 

  続いて、今後の方向性についてですが、市民が

請願・陳情制度を活用しやすい環境をつくってい

く。それから、事案が出た場合、前向きに対応す

る。それから、なるべく請願・陳情者の説明の場

を設ける。必要に応じて行えばよいという今後の

方向性ということになります。 

  こういう意見でございますが、委員からの御意

見を伺います。 

  これ市皆が、すみません、那須塩原クラブ、市

民が請願・陳情の制度を活用しやすい環境でいい

か、大丈夫かこれで。いいですか。大丈夫ですね。 

  事案が出た場合、前向きに対応する。今後の方

向性としては、前向きに対応するで大丈夫ですか。 

  鈴木委員。 
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○鈴木委員 これ見たら、志絆の会、公明さん、そ

れから敬清会さんは、多分、基本は同じようなこ

とで、説明の場を設けるということ……。 

○相馬委員長 では、意見聴取の場を設けるという

ことでよろしいですか。 

○鈴木委員 いいんじゃないですか。前向きに、私

が前向きと書いたので、積極的にそういう場を設

けるということでどうですかね。 

○相馬委員長 意見聴取の場を設けるというのは、

今後の方向性。 

○鈴木委員 なるべくとか前向きにという言葉使わ

れて、必要に応じてという言葉がついているんだ

けれども、どれがいいかな。外して、設けていく

みたいにしてもいいんじゃないですか。これをベ

ースにすれば、なるべくじゃなくて、請願・陳情

者の説明の場を、一言で言うと設けるなんだけれ

ども、なるべくなのか前向きなのか、必要に応じ

てなのか、その違い。 

○相馬委員長 必要に応じてということはなくなる

んだと思うんですね。もともとアウトプットが請

願・陳情提出者の意見を聴取するというのがもう

アウトプットになっているんで、ただし提出者の

意向等により行わない場合は除くというふうにな

っていますが、議会としては、できるだけ請願・

陳情者の意見を聴取しましょうよというのがアウ

トプットになるので、今後さらに取り組むという

今後の方向性ということになるんだろうと……。 

○鈴木委員 陳情者の説明の場を設けるだけでいい

んじゃない。 

○相馬委員長 よろしいですかね。 

  一応、そういうアウトプットにはなっているん

ですが。 

  では、そういう記述でよろしいですか。大丈夫

ですか。ほかに御意見ございませんか。よろしい

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、取組ナンバー６については、

そのような記述にさせていただきます。 

  続きまして、取組ナンバー７、参考人公聴会の

実施ということになります。 

  改善点としましては、参考人公聴会実施のガイ

ドラインの作成と活用の方法を検討する。それか

ら、事案が出た場合に、前向きに対応できるかと

いうところ。それから、具体的ガイドラインの作

成ということでございます。 

  会派からの意見としては以上でございますが、

これについて委員からの意見を伺います。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと私、ずっと見てるんですけれ

ども、ちょっと感じたのが、公明さんからの要す

るにこれをどうするかということだから、ガイド

ラインがないことが改善点なのかなと。だから、

今後の方針は、ガイドラインを使えば、それにの

っとって……。 

○相馬委員長 今、改善点の意見を集約をしている

ところですが。改善点としては、ガイドラインの

作成とその活用方法を検討する。それから、改善

点としては、公明クラブさんは、具体的ガイドラ

インの作成が改善点であると。志絆の会さんから

は、事案があった場合には、前向きに対応できる

ということが改善点ということになっていますが。 

  参考人公聴会のガイドラインの作成ということ

でよろしいですか。改善点としては。 

〔「はい、いいでしょう」と言う人あり〕 

○相馬委員長 実際には議運で今年度ですね……。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 現実には令和２年度にガイドライン

作成予定になっておりますので、すみません。 

  続きまして、その方向性ですが、参考人の設定
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また公聴会制度を活用する。それから、そういっ

た事案が出た場合に前向きに対応する。参考人公

聴会制度の活用。必要に応じて行えばよいという

会派からの意見でございます。 

  これもそうしますと、参考人、要は参考人公聴

会制度を活用するというような記載でよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ほかに御意見はございますか。 

  今後の方向性をやっています、今。 

  よろしいですか。 

  では、公聴会制度を活用するということで、記

載でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続いて、取組ナンバー８、議員間討議の推進と

いうことで、意見としましては、議員間討議の方

法の確立を検討する。また、議員間討議の必要性

の周知をする。それから、議員間討議を積極的に

行うというのが改善点ということでございますが、

ほかに委員から意見はございますか。 

  ここにあるとおりの記載でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、そのとおりに記載いたします。 

  続いて、議員間討議の今後の方向性についてで

すが、議員間討議の理解と議員のスキルアップを

図る。令和２年度において既に進んでいる。今後

も引き続き進める。それから、議員間討議におけ

る問題点の洗い出しの徹底。それから、必要に応

じて行えばよいということと、数値化の必要はな

いということになってございます。 

  という会派からの意見でございますが、委員か

ら意見を伺います。 

  これ、今、令和元年度のやつをやっていて、令

和２年度に既に進んでいるものを記載しても大丈

夫なんですか。今やってるんだからいい。 

○鈴木委員 これは意見も入っているんだけれども。 

○相馬委員長 この令和２年度において進んでいる

は、入れなくてもよろしいですか。よろしいです

か。その部分については削除させていただいて、

そうすると、議員間討議の理解と議員のスキルア

ップを図る。それから、議員間討議における問題

点の洗い出しの徹底をする。こういうことと、必

要に応じて行えばよいというのは、記載しなくて

もよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それから、数値化は必要ないという

ふうになってございますが、確かに回数を設定し

てアウトカムを図っていたというのが現状なんで

すが、これを数値化ではなく何ではかるかという

のがそうすると今後のあれになってはくるんです

が、方法論としては、これまでずっと議員間討議

の回数を数えて数値化でやってきたということな

んですが、これは必要ないというふうに記載、今

後の方向性としてはすべきかどうかなんですが、

いかがでしょうか。 

  中里委員。 

○中里委員 取組ナンバーのところとして、議員間

討議の推進というふうに書いてあるので、推進さ

れたのかどうなのかということをきちっと計量化

しなければならないと思うんです。その上では、

やはり一番分かりやすい方法としては、数値化す

るのが一番分かりやすい方法で、感覚だったりす

ると、これは一番個人の感じ方だったり忘れちゃ

ったとか、言った言わないの話になってしまうと

思うので、やはり数値化は必要なのかなというふ

うに思うんですけれども。 

  以上です。 

○相馬委員長 というところなんですが、玉野委員、

いかがですか。 
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○玉野委員 数値化ということは、数値が多ければ

という方向になっちゃうんじゃなくて、やはり何

を、そこを重きを置いて書きました。 

○相馬委員長 ということは、今後の方向性として

は、数値化は必要ないんではなくて、取組の実績

をはかる方法を検討するということでよろしいで

すか。そういうことでよろしいですか。何ではか

るかを、今後、成果指標、それからアウトカム自

体の指標をさらに検討していくということでよろ

しいですか。大丈夫ですか。数値化は必要ないっ

て書いちゃうと、今まで全部数値ではかってきた

ものですから、またそこを変えるのにはそういう

ふうな方法しかないだろうと、そういう記述でよ

ろしいですか。 

○玉野委員 はい、結構です。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  では、そういうふうな記述でいきたいと思いま

す。 

  ほかに御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、今のような内容でよろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 では、続きまして、取組ナンバー９、

一問一答方式による質問・質疑ということでござ

います。 

  改善点としましては、各種会議において、質問

と質疑の違いを明確にする必要がある。それから、

測定可能な成果指標の検討というのが改善点であ

るというふうになってございます。改善点はその

２点ということになりますね。 

  ほかに委員から御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、このままの記載でよろし

いですか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、改善点については、そのよう

な記載とさせていただきます。 

  続いて、今後の方向性についてですが、各議員

のスキルアップを図る。これも令和２年度で既に

進んでいるというふうになって、今後も引き続き

進めるというふうになってございます。それから、

今後の方向性については、もうなしということ。

それから、これまでどおりでよいという意見でご

ざいます。 

  これについて、今後の方向性について委員から

意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 これについて、これまでどおり引き

続き進めるということでよろしいですか。あとこ

こに、各議員のスキルアップというふうにありま

すが、その２点でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  続きまして、取組ナンバー10、文書質問制度の

整備ということになります。 

  改善点としましては、文書質問制度のさらなる

周知が必要。それから、文書質問のルールの制約

度が高く実施しにくい。成果指標の変更が必要。

それから、成果指標の変更を検討。特になしとい

う意見でございます。 

  これについて、改善点として委員の皆様から何

かございますか。 

  成果指標の変更が必要というところと、成果指

標の変更の検討というふうなことになっておりま

すが、前回も問題点のところで出たところでござ

いますが、もう制度として、それからつくってあ

りまして、文書質問の要綱でしたっけ、ガイドラ

インか、ガイドラインが出来上がっておりますの

で、ということで問題点のところはあったんです
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が、成果指標の変更が必要というのは、成果指標、

成果指標、あれか。その数でいいのかということ

でよろしいですかね。ということは、成果指標の

……。 

○鈴木委員 チェックのところに、成果指標の変更

って書いてある。精度が高く実施しにくいってい

うふうに書いてあるね。 

○相馬委員長 そうですね。 

  では、改善点としては、成果指標の変更を検討

していくということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続いて、今後の方向性についてです

が、取組事項計画から省く。それから、ルールの

変更。それから、文書質問を今後も担保する。特

になしというような会派からの意見でございます。 

  委員からの意見はいかがでしょうか。 

○鈴木委員 ルールの変更はしたんだよね。少し変

えたんですよね、令和元年は。 

○相馬委員長 ルールというのは。 

○鈴木委員 この一番上のね、取組アウトプットと

いうところがあるじゃないですか。そこの①に新

規で、文書質問に係るルールの作成通知と書いて

ある。上から１、２、３行目。そのルールを受け

ていけばいいんじゃないの。 

○相馬委員長 このルールを受けて、ルールは作成

して周知も行ったというところです。 

○鈴木委員 だから、それは令和２年でしょ。 

○相馬委員長 いやいや、それは元年です。 

○鈴木委員 元年にやったんだっけ。 

○相馬委員長 はい。 

○鈴木委員 で、さらなる変更が要るかということ。 

○相馬委員長 そう、なので、那須塩原クラブは、

もう取組事項計画から省くってなって。 

○鈴木委員 上から……。 

○相馬委員長 今後の方向性としては。 

○鈴木委員 今使いやすくなってるんだっけ。 

○相馬委員長 それから、文書質問の制度を今後も

担保していくという。 

○鈴木委員 それ自体をね。 

○相馬委員長 それ自体をね、というところ。 

  ただ、今後の方向性でルールの変更というのは、

その文書質問の今制度を作ったガイドラインのル

ールを変更していくということなのか。 

○鈴木委員 今現在でも、令和２年度でも文書質問

制度があっても質問していないので、それは必要

がないからなのか、この文書質問のルールが使い

やすくないかのどっちかだろうと思うんだけれど

も、どっちにしても使おうと思ったら使いやすい

ルールを検討したらいいんじゃないですかという

意味ですね。なのでルールの変更ということです

ね。一応、見直す必要があるんではないかと。ル

ールの変更の見直しですか、ルールの見直し。 

○相馬委員長 文書質問のガイドラインの見直しを

するということで。 

○鈴木委員 そういうことですね。 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  はい、じゃあ。 

○中里委員 今の鈴木委員のお話だと、ルール、い

わゆるガイドラインの使い方ですよね。次に挙げ

る事件等に限り行うものとするというところのハ

ードルを下げるという話だと思うんですけれども、

ここの今の鈴木委員の考え方だと、取組実行計画

の数値を上げるために、じゃ下げましょうよ、取

り扱いできるルールを下げましょうよという話に

なっちゃうと思うんです。 

  そうなると、もともとの文書質問の意義という

か、そういうものがなくなってしまうというか、

そこの話がなくなってしまうような気がするんで、

ちょっとそれは危険かなというふうに思うんです。 

  那須塩原クラブの考え方は、そういうふうにす
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る、いわゆる文書質問の格式を下げるのはよくな

いので、文書質問は文書質問としてきちっと担保

して、今のまま担保して、だけど、ここに問題点

に書いてあるように、制約度が高くて本当に実施

しにくいので、これは取組実行計画から省いたほ

うがいいんではないかという話なんですよね。 

  以上です。 

○相馬委員長 なので、委員会の最終的な取りまと

めとしては、来年度以降の取組実行計画の中に文

書質問の制度の整備という項目については、もう

なしにするという意見と、じゃなくて、今後の方

向性としては、さらに文書質問が利用しやすいよ

うな制度の変更をしていくという、今、両方の意

見になっているということだと思うんです。 

  前回も申し上げたとおり、この文書質問のルー

ルをつくる際には、議会運営委員会として、執行

部と入念に打ち合わせをした上でルールの作成を

したという経緯がございまして、確かに現状とし

ては、那須塩原市議会の文書質問の提出できるハ

ードルというのは大分上がっているというのは事

実でございます。 

  ただし、これまでの視察等で、文書質問の何と

いうんですか、安易に出せるようにすると文書質

問が一般質問前の調査項目みたいに乱発されてい

るという実際のそういう議会の実例も視察で見て

来たところだろうと思います。 

  そういった中も含めて、執行部と打ち合わせし

た中で、昨年の策定したルールになっているとい

うふうに理解をしているところですので、またさ

らにルールを下げる、ハードルを下げていくとい

うルール改正については、なかなか取組方向とし

ては難しいのかなというところではあります。 

  ルールを作るということが目的であったので、

ルールが出来上がったので、今後の取組事項計画

からはもう削除していくと、そういう、この文書

質問については一旦クリアという方向性でいかが

かということでございます。 

  いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか、そういったことで、

担保していくということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、取組ナンバー11、全体

福祉向上の活動原則というところで、改善点とし

て、条例の趣旨の周知を徹底する。それから、市

民全体の福祉向上を目指すことを明確にするとい

う改善点ということになってございます。 

  会派からの意見は以上でございます。委員から

の意見をお願いいたします。 

 記載としましては、条例の趣旨を周知して市民

の福祉向上を目指すことを明確にすると、そうい

った記載でよろしいですか。２つ合わせるとそう

いうことになるんだろうと思うんですが、よろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、続きまして、今後の方向性と

いうことで、条例改正を行ったため、取組実行計

画からは省く。それから、条文の改正……。 

  議員の全体の福祉向上のための活動していくと

いう。今後の方向性としては、条文の改正を行う

ことだったよね。 

 条文の改正を行うということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 行っていくということでよろしいで

すか。実際に行ったので。 

 そうですよね。行うということでよろしいですか。

以上の表現でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、これについては、今後の方向

性についてはそういうことにさせていただきたい
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と思います。 

  続いて、取組ナンバー12、政治倫理の保持とい

うところでございます。 

  改善点としましては、成果指標をはかる方法を

検討する。 

  会派からの意見は以上でございますが、委員か

らの意見はございますか。このままでよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、成果指標をはかる方法の検討

ということ等が改善点であろうということになり

ます。 

  それに対して、今後の方向性としては、新たな

成果指標を設定する。それから、現状を維持する。

それから、公明クラブさんは、政治倫理の遵守。

特になしというふうな会派からの意見でございま

すが、これについて委員の意見を伺います。 

  いかがですか、委員から意見ございませんか。

このまま取組実行計画として継続していく場合に、

那須塩原クラブとしては、成果指標が市民に対す

るアンケートで、市民が、議員が政治倫理を遵守

しているかどうかというふうに聞いていくよりも、

ほかの何か成果指標を作ったほうがいいんではな

いかというようなことだったと思うんですね。 

  今後の方向性でさらにその政治倫理の遵守とい

うふうになってございますが、今後新たなプラン

を立てるときの成果指標を変えたほうがいいんじ

ゃないかというようなことも方向性としてはいい

んではないかというようなことだったと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

 よろしいですか、そういう、現状の維持という

ふうに、今後の方向性としては現状の維持という

ふうになってございますが、非常にはかりにくい

という。 

  現実には、違反はゼロだし、成果指標は目標を

全部達成して、ただアンケートが実施していない

ということだったと思うんですね、課題としては。

ただ、アンケートで議員の何と言うんですか、政

治倫理の保持ということをアンケートをする仕方

が非常に難しいということだったんですね、これ

まで何回かアンケートを作成してきたんですが。

なので、そうすると、アンケートで諮るのではな

くて、その諮る方法、成果指標を諮る方法を再度

検討したほうがいいんじゃないかというようなこ

とだったんだと思うんで、そういったことでいか

がでしょうか。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、取組ナンバー13、政策

決定監視評価という項目で、改善点としましては、

議員のスキルアップが必要。それから、付帯決議

それから修正動議の実施ルールを明確化の検討が

必要であるという会派からの意見でございます。 

  委員からほかに意見はございますか。 

  この２つを……、議員のスキルアップが必要で

附帯決議とか修正動議等を実施するためのルール

の明確化を検討するという記述でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そのようにさせていただきま

す。 

  続きまして、今後の方向性としては、議員のス

キルアップを図る。それから、今後も継続する。

それから、議会モニター制度の活用による市民意

見の把握。特になしというふうになってございま

すが、会派の意見がこのようになっておりますが、

委員からの意見を求めます。 

  これ志絆の会さんは、この令和２年度に進展し

ているのは、再度削ってもよろしいですか。 

○鈴木委員 前向きだからね。 

○相馬委員長 はい。 

  じゃ、議員のスキルアップを図るということと
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モニター制度の活用をして市民の意見を把握する

こと、それから今後も継続して実施していくこと。

そういう今後の方向性ということでよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そのように記載させていただ

きます。 

  続きまして、取組ナンバー14。 

  すみません。ここで10分間ほど休憩とさせてい

ただきます。暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４３分 

 

再開 午後 ２時５４分 

 

○相馬委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  それでは、取組ナンバー14のアクションについ

てというところから入ります。 

  改善点として、質問と質疑をする際の周知が必

要、またアウトプットの項目の見直しが必要と。

それから、内部研修と外部研修の充実を図るとい

う改善点でございます。 

  ほかに委員から意見はございますか。 

  これ、那須塩原クラブの質問と質疑をする際の

周知が必要って、これ何だったんでしたっけ。 

○齊藤副委員長 全てはこの上のアウトプットを基

本にやっているんですよね。うちらは４番に対し

て改善が必要じゃないかということですよね。 

  ここに、例えば参考で議案質疑の実施件数、こ

ういったものに関して議案質疑なんだけれども質

問しちゃってる人たちがいるんじゃないかと。な

ので、周知が必要ですよというふうに書いたと思

う。それが不可能であれば、この項目が分からな

いので、変えませんかということでたしか書いた

つもりですけれども。 

  例えば、公明さんだったら、これ多分２、３の

どれかなのかな。どこに対してこれを言っていく

かというのが分からないですよ、皆さんの改善点

が、実は聞いていかないと。アウトカムに対して

言っているのか、アウトプットに対して言ってい

るのか分からない。だから、全部に精通している

んで……。 

○相馬委員長 通常は課題・問題点があるので、改

善点をということになってくるんですけど。どう

いうふうにこれ。 

○齊藤副委員長 執行部側もまだ、今の議員の御質

問ですけどとずっと言いますもんね。質疑中なの

にね。必ず言われるんですもん、委員会中にも。 

○相馬委員長 分かりました。要は、質問と質疑の

違いを周知する必要がある。 

○齊藤副委員長 そう、議案審議という部分にかか

わってね。政策立案じゃないですからね。議案審

議に関しての話です。 

○相馬委員長 質問と質疑をする際のその違いをと

いうことですか。 

○齊藤副委員長 そうですね。 

○相馬委員長 じゃ、そういうふうにします。質問

と質疑をする際の違いを周知をする必要がある。

それから、アウトプットの項目の見直しが必要と

いうことと。さらに、内部研修、外部研修、議案

審査それから政策立案・提言に対するさらなる内

部研修、外部研修の充実を図る必要がある。そう

いうことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、それに対して今後の方向性で

ございますが、議員のスキルアップを図る。それ

から、今後も継続する。それから、政策形成サイ

クルの早期実施。それから、11月……。 

○鈴木委員 これ消してください。消してください。 
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○相馬委員長 これなしでよろしいですか。 

○鈴木委員 はい。 

○相馬委員長 じゃ、という意見でございます。 

  委員からの意見を伺います。 

  政策形成サイクルの早期実施についてですが、

政策形成サイクルが決定したのが今年の９月なの

で、早期実施というのは、策定を実施ということ

でよろしいんですよね。政策形成サイクルの何と

言うんですか。それを活用するということで。 

○吉成議長 アウトプットの部分にあるわけだから、

それに対してだからね。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

○齊藤副委員長 策定は入れなくてもいいんじゃな

いの。早期実施にすれば実施しなきゃならない。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  じゃ、先ほどの改善点の周知を図り議員のスキ

ルアップを図ること。さらに、政策形成サイクル

の早期実施ということが今後の方向性ということ

でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そういった記載にさせていた

だきます。 

  続きまして、取組ナンバー15、調査・研究・政

策立案・提言についてということで、課題・問題

点の抽出、アウトプット、アウトカムときまして、

アクションとして改善点ということで、特になし

ということ。内部研修と外部研修の充実を図ると

いう会派からの意見でございます。 

  これについて、委員からの意見を伺います。特

にございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、改善点としては、内部研

修と外部研修の充実ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 続きまして、それに対する今後の方

向性ということで、今後も継続していくことと、

また成果指標を再検討すると、それから今後も継

続する、それから政策形成サイクルの早期実施と、

今までどおりでよいという会派からの意見でござ

います。 

  これについて、委員から意見を伺います。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 ということで、そうすると、今後も

継続して取り組むということと、政策形成サイク

ルの早期実施を図っていくというのが今後の方向

性ということで。また、これまでの成果指標につ

いては、再度検討するというその３点でよろしい

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そのように記載させていただ

きます。 

  続きまして、取組ナンバー16、今度は同じ項目

ですが、会派という項目になります。 

  これについては、改善点としまして、アウトプ

ット項目の見直しが必要。それから、内部研修と

外部研修の充実を図る。それから、現状のままで

よいという改善点でございます。 

  これについては、那須塩原クラブのアウトプッ

ト項目の見直しが必要ということでございますが、

若干、再度説明してもらってよろしいですか。 

○齊藤副委員長 アウトプット項目の見直しですか。 

○相馬委員長 はい、アウトプット項目の①、②、

③の⑤までか、含めてこの項目を見直すというこ

とですよね。何でこうなったんでしたっけ。 

○齊藤副委員長 出したものの数をどう数えるかみ

たいなので言ってたでしょ。だから、それやって

ると、自己採点みたくなるんでというのと、やは

り提言したものがあるところじゃないと計算がで

きないという。たとえ一般質問でも、言ったのが

会派の意見として言ったのか、個人として言った
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のかで把握も変わっちゃうんで、そういったのも

含めて項目を見直していったほうがいいんじゃな

いのかなということだったかもしれません。 

○相馬委員長 そういう説明でございますが、アウ

トプットの項目の見直しを検討するというのは、

御理解いただけたでしょうか。そうすると、今後

も継続するといところ、ほかにあと政策形成サイ

クルの早期実施ということの会派からの意見につ

いてですね、それ以外にでもいいですし、この意

見についてでもいいですが、委員からの意見を伺

いたいと思いますが。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、今後も継続して取組、政

策形成サイクルの早期実施を図ることと、アウト

プット項目の見直しを検討すると、そういうこと

でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そういった記載にさせていた

だきます。 

  続きまして、取組ナンバー17ということで、議

員の条文のところだったと思うんですが、調査・

研究・政策立案について、この議員がということ

になると思います。 

  改善点としましては、先ほどと同じ内容になっ

ています。アウトプット項目の見直し、それから

内部研修、外部研修の充実を図る。が改善点とい

うふうに会派からの意見がございます。 

  これについて、委員からの意見を伺いたいと思

います。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 よろしいですか。 

  そうすると、この会派の意見をまとめると、内

部研修と外部研修の充実を図るとともに、さらに

アウトプットの項目の見直しが必要であるという

のが改善点ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それに対する方向性としましては、

見直しを検討する。それから、今後継続して取り

組む。政策形成サイクルの早期実施をしていくと。

そういった今後の方向性ということでよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そういった記載にさせていた

だきます。 

  続きまして、取組ナンバー18、議員の資質向上

というところになります。 

  改善点としましては、研修実施のスケジュール

の明確化が必要と。それから、内部研修と外部研

修の充実を図る。それから、多様な考えを有する

研修というふうなことになっております。 

  会派からの意見はそういったところでございま

すが、委員から御意見を伺います。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、多様な考えを有する研修とい

うふうになっておりますが、これも内部研修、外

部研修の充実を図るとともに、その研修実施のス

ケジュールを、できれば年度の初め、早いうちに

スケジュールを明確にすると、そういうことが改

善点ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それに対して、今後の方向性として

は、研修項目と年度当初にスケジュールを作成す

るということと、積極的に情報を収集し、政策立

案・提言につなげると。こういうことを今後も継

続していくということになろうかと思うんですが、

これについて委員から御意見ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 今のような内容でよろしいですか。 

○齊藤副委員長 資質向上が図られたら判断するん
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ですかね、そもそもね。 

○相馬委員長 それはやっぱり、多様な考え。ここ

に書いてある。 

  今のような表現でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 大丈夫ですか。大丈夫ですね。 

  続きまして、取組ナンバー19ですね、議会事務

局の充実・強化ということになっております。 

  改善点としては、法務機能についてのスキルア

ップが必要と。それから、在籍年数に応じた研修

実施を検討するというのが改善点ということにな

っておりますが、委員からの意見はございますか  

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 じゃ、この２点でよろしいですか、

改善点としては。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それに対する方向性としては、会派

からの意見はこのようになってございます。 

  委員からの意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 そうしますと、ないようですと、こ

のまままとめて、調査機能及び法務機能の向上と

スキルアップを図っていくことを今後も継続して

いくと、こういうことでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そのように記載させていただ

きます。 

  続きまして、取組ナンバー20、議員定数の定期

的検証ということでございます。 

  改善点としましては、引き続き検討するという

ところと、あとはほかの会派からは意見がなしと

いう状況でございます。 

  これについて、改善点について委員からの意見

はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 これについては、引き続き改善点な

のかな、引き続き検討するということでよろしい

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、今後の方向性としては、引き

続き定期的に検討するが方向性だということでよ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、そうした方向性にさせていただきます。 

  続きまして、取組ナンバー21、議会改革の推進

ということでございます。 

  これについては、改善点としましては、アウト

カムのさらなる実施が必要。それから、議会改革

度ランキングの目標設定を図る。それから、その

２点が会派からの意見でございます。 

  これについて委員からの意見をお願いいたしま

す。 

  これについては、各会派の意見ですが、那須塩

原クラブからは、同じか、アウトカムのさらなる

実施が必要ということと、それに対するアウトカ

ムが全部この議会改革度ランキングがアウトカム

になっているので、それに対する目標を設定する

ことを図るというのが改善点です。ということで

よろしいですか。大丈夫ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それに対する方向性でございますが、

アウトカムを取組項目とする。それから、さらな

る改革の推進をする。今後は地方議会評価モデル

と現在の取組のどちらか一本化すべきと。 

 来年度に入れるということでいいですか。 

 そうすると、今後の方向性としては、委員から

の意見はございませんか。 

  そうすると、このアウトカムの項目ですね、ア

ウトカムの項目を取組項目としてさらなる改革の
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推進を図っていくというのが今後の方向性だとい

うことでよろしいですか。これでいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そのように記載させていただ

きます。 

  続きまして、取組ナンバー22になります。議会

制度及び運用の見直しというところでございます。 

  改善点としては、市民ニーズの調査・把握に対

する対応が必要。それから、議会改革のランキン

グの目標設定が必要という会派からの意見でござ

います。 

  これについて、改善点として委員から意見はご

ざいますか。 

○齊藤副委員長 全部出来上がっちゃってる。全部

できちゃってるから、どうするって話してたはず

なんだよ。 

○相馬委員長 そうすると、市民ニーズのこの２点

が改善点ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 大丈夫ですか。よろしいですか。大

丈夫ですか。ランキングを目標化するんです。大

丈夫ですか。 

  じゃ、改善点としてはこの２点ということでよ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 それでは、続いて、今後の方向性に

ついては、このアウトプットの取組項目、アウト

プットを変更する。それから、さらなる改革の推

進ということになってございますが、今後の方向

性としては、アウトプットを変更してさらなる改

革を推進ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 大丈夫ですか。 

○齊藤副委員長 基本条例は、そうすると議会は制

度や運営の方法について継続的な見直しを行うと

いうだけなんですか。 

○相馬委員長 はい。よろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、そういう方向性でよろしいで

すか。今後の方向性として。 

  では、続きまして、取組ナンバー23、条例の見

直しということになっておりまして、会派からの

意見はございませんが、委員から意見はございま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○相馬委員長 なければ、改善点なしということで

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 今後の方向性としては、今後も継続

的に取り組むというふうなそういう記載でよろし

いですか。大丈夫ですか。 

○齊藤副委員長 事務事業評価のやり方のあれを書

いておいたほうがいいんじゃないですか。評価の

やり方の改善。 

○相馬委員長 今後の方向性。 

○齊藤副委員長 条例の見直しへ行くまでのこの政

策形成サイクルの事務事業の見直しを、それから

最終的に条例のところまで。 

○吉成議長 あんまり条例に踏み込むと危険になる。

ＰＤＣＡサイクル。 

○齊藤副委員長 これしなかったですけれども、最

初は条例の見直しするために、吉成議長的にはＰ

ＤＣＡ回していたけど、今度はそれがもう意見照

会終わったから、その間は取組事項に対してのＰ

ＤＣＡ。今、一つ。それが今事務事業をやって、

今２年なのに令和元年のをやってるから、予言者

がいっぱい出てきちゃう。 

  だから、事務事業評価をセットでできるような

形にするとか現在はね、こうやっているんだとい

うふうに。 
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○吉成議長 これ今日で終わって、来週令和２年の

事務事業評価を作る。 

○相馬委員長 いや、まだ。 

○吉成議長 そうすれば、年度が合う。年度が合う

ということで、予言しなくて済む。 

○鈴木委員 これは早くやんないとだめだね、時期

を。 

○相馬委員長 はい、分かりました。 

  じゃ、令和２年度の事務事業評価を令和３年度

の７月頃……。やっぱそのくらいはかかりますよ。 

○齊藤副委員長 そう。今はやってもちゃんと書い

てくれて、令和２年度はもうやってるけど、令和

元年度はこうするべきだったというふうに書いて

おけば、年度いってても分かるのかなと。 

○相馬委員長 じゃ、今後の方向性については、そ

れを継続的に取り組むということでよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○相馬委員長 じゃ、本日の予定であります改善点、

いわゆるアクションの部分についての整理につい

ては、以上で23項目終了となります。 

  次回の議会運営委員会において、取りまとめし

たものを皆さんに御提示して、令和元年度の事務

事業評価は終了にしたいと思います。 

  以上でよろしいですか。 

  その後、令和３年度の取組実行計画は年明けに

入っていくようなことになろうかと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

  以上で⑵については終了となります。 

  次に、⑶その他に入ります。 

  委員の皆様から何かございますか。 

①情報端末機使用基準の再確認について 

②議会モニター会議への参加について 

③議場コンサートの開催について 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○相馬委員長 ないようですので、以上で本日の議

会運営委員会を閉会といたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時０７分 
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